
【訪問リハビリテーション料金表】

（１）介護保険給付によるサービス費 令和３年４月改定

１割負担 ２割負担 ３割負担 内　　　容

基
本
料
金

３０７円 ６１４円 ９２１円 基本のサービス費となります。

１８０円 ３６０円 ５４０円
リハビリテーション実施計画のもとにリハ
ビリ行った場合に加算となります。

２１３円 ４２６円 ６３９円

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で訪問リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有し、その内容を厚生労働省に提
出した場合に加算となります。

４５０円 ９００円 １，３５０円

４８３円 ９６６円 １，４４９円

２００円 ４００円 ６００円
利用者の方に対して集中的にリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

１７円 ３４円 ５１円
訪問リハビリテーションを終了し、他の社
会参加の機会に移行した利用者が一定数以
上の実績のある事業所に加算されます。

６円 １２円 １８円

３円 ６円 ９円

特定の地域に居住する者へサービス提供を
行った場合に左記の割合が乗算されます。

内　　　　容

上記の他に隋時必要とされる場合実費をお
支払いいただきます。

定期的にリハビリテーション会議を開催し
た上で訪問リハビリテーション計画を見直
し、自立のために必要な支援方法を他職種
と情報共有しその内容を厚生労働省へ提出
し、医師が利用者又はその家族に説明した
場合に加算となります。

サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）

国が定めた資格を持ち、一定の経験年数を
有する療法士が配置されている事業所に加
算されます。

サービス内容

訪問リハビリテーション費
（1回）

リハビリテーション
マネジメント加算（Ａ）ロ
（１か月）

リハビリテーション
マネジメント加（Ｂ）ロ
（１か月）

事業所からサービス提供場所まで片道５km
以上ある場合に、その距離に応じての交通
費をいただきます。（中山間地域等におけ
る居住する者へのサービス提供加算を算定
しない場合）

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

その他の費用

（２）その他の利用料

サービスの種類

加
算
料
金

交
通
費
（

１
回
）

片道５km以上
１０km未満

片道１０km以上
２０km未満

片道２０km以上
２５km未満

片道２５km以上

リハビリテーション
マネジメント加算（Ａ）イ
（１か月）

リハビリテーション
マネジメント加（Ｂ）イ
（１か月）

短期集中リハビリテーショ
ン加算
（退院退所日又は認定日から３
か月以内）

中山間地域等における
居住する者へのサービス提
供加算

移行支援加算

１，０００円

実　費

５％

自己負担額

３００円

５００円

７００円



【介護予防訪問リハビリテーション料金表】

（１）予防給付によるサービス費 令和３年４月改定

１割負担 ２割負担 ３割負担 内　　　容

基
本
料
金

３０７円 ６１４円 ９２１円 基本のサービス費となります。

２００円 ４００円 ６００円
利用者の方に対して集中的にリハビリテー
ションを実施した場合に加算となります。

６円 １２円 １８円

３円 ６円 ９円

１２０円 ２４０円 ３６０円
利用者の要支援状態の維持・改善の割合が
一定以上となった事業所として評価された
場合に算定となります。

特定の地域に居住する者へサービス提供を
行った場合に左記の割合が乗算されます。

内　　　　容

上記の他に隋時必要とされる場合実費をお
支払いいただきます。

サービス内容

訪問リハビリテーション費
（１回）

事業所からサービス提供場所まで片道５km
以上ある場合に、その距離に応じての交通
費をいただきます。（中山間地域等におけ
る居住する者へのサービス提供加算を算定
しない場合）

片道１０km以上
２０km未満

片道２０km以上
２５km未満

片道２５km以上

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

中山間地域等における
居住する者へのサービス提
供加算

（２）その他の利用料

サービスの種類

加
算
料
金

短期集中リハビリテーショ
ン加算
（退院退所日又は認定日から
３か月以内）

サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）

国が定めた資格を持ち、一定の経験年数を
有する療法士が配置されている事業所に加
算されます。

その他の費用

事業所評価加算

交
通
費
（

１
回
）

片道５km以上
１０km未満

５％

自己負担額

３００円

５００円

７００円

１，０００円

実　費


